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柏崎市ガス事業民営化アドバイザー業務プロポーザル実施要領 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 柏 崎 市 が 予 定 し て い る ガ ス 事 業 民 営 化 の 実 施 に 当 た

り 、 法 務 及 び 財 務 等 関 連 す る 各 分 野 の 必 要 な 知 識 や 経 験 等 に 精 通 し た ア

ド バ イ ザ ー 業 務 を 委 託 す る に 、 最 も 適 し た 者 を プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 で 選 定

す る こ と に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 業 務 の 内 容 等 ）  

第 ２ 条  業 務 の 内 容 等 は 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 業 務 の 名 称  

柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務  

（ ２ ） 委 託 期 間  

契 約 締 結 日 か ら 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日  

（ ３ ） 業 務 内 容  

柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 仕 様 書 の と お り  

（ 参 加 募 集 ）  

第 ３ 条  新 潟 県 柏 崎 市 ガ ス 事 業 管 理 者 で あ る 柏 崎 市 長 （ 以 下 「 管 理 者 」 と

い う 。）は 、本 業 務 の 公 表（ 公 告 ）を 行 い 、柏 崎 市 ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 、

プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 す る 事 業 者（ 以 下「 参 加 事 業 者 」と い う 。）を 募 集 す

る 。  

（ 参 加 費 用 ）  

第 ４ 条  プ ロ ポ ー ザ ル へ の 参 加 に 係 る 費 用 は 、 参 加 事 業 者 の 負 担 と す る 。  

（ 参 加 資 格 ）  

第 ５ 条  参 加 事 業 者 は 単 独 法 人 、又 は 複 数 の 法 人 に よ る グ ル ー プ（ 以 下「 グ

ル ー プ 」 と い う 。） と し 、 次 の す べ て の 条 件 を 満 た す 者 と す る 。  

 （ １ ） 過 去 に 、 公 営 ガ ス 事 業 の 民 営 化 に 伴 う ア ド バ イ ザ ー 業 務 を 受 託 し

た 実 績 が あ る 者 、 又 は 同 ア ド バ イ ザ ー 業 務 の プ ロ ポ ー ザ ル 等 に 参 加 し

た 実 績 が あ る 者 。  

 （ ２ ） 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４ 第

１ 項 に よ り 入 札 に 参 加 す る こ と が で き な い と さ れ た 者 で な い こ と 。  

 （ ３ ） 柏 崎 市 か ら 入 札 参 加 資 格 に 係 る 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な

い 者 で あ る こ と 。 な お 、 契 約 締 結 ま で の 間 に 、 柏 崎 市 か ら 指 名 停 止 の

措 置 を 受 け た 時 は 、 参 加 資 格 を 喪 失 す る も の と す る 。  

 （ ４ ） 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に 基 づ く 再 生 手 続 開 始
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の 申 立 て が さ れ て い な い こ と 。  

 （ ５ ） 破 産 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 ７ ５ 号 ） に 基 づ く 破 産 の 申 立 て が さ れ

て い な い こ と 。  

 （ ６ ） 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 、 市 税 等 を 滞 納 し て い な い 者 。  

 （ ７ ） プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 日 ま で に 、 柏 崎 市 の 物 品 入 札 参 加 資 格 名 簿 に 登

録 さ れ て い る こ と 。  

 （ ８ ） 暴 力 団 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第

７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 に 規 定 す る 暴 力 団 や そ の 構 成 員 及 び

そ の 統 制 の 下 に あ る 者 で な い こ と 。  

（ 参 加 申 込 み ）  

第 ６ 条  参 加 事 業 者 は 、 次 の 書 類 を 提 出 す る も の と す る 。  

 （ １ ） プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 申 込 書 （ 別 記 様 式 １ 及 び 別 記 様 式 １ － １ ）  

 （ ２ ） 会 社 概 要 （ 申 込 の 日 に お け る 職 員 数 、 技 術 者 の 資 格 等 も 含 む 。）  

 （ ３ ） 直 近 ３ 年 間 の 財 務 諸 表 （ 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 及 び キ ャ ッ シ ュ

フ ロ ー 計 算 書 ）  

 （ ４ ） 第 ５ 条 第 １ 号 に 定 め る 実 績 書 （ 別 記 様 式 ２ ）  

（ 参 加 審 査 及 び 通 知 ）  

第 ７ 条  管 理 者 は 、 提 出 さ れ た プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 申 込 書 に よ り プ ロ ポ ー ザ  

ル に 参 加 す る 資 格 に つ い て 審 査 し 、 そ の 結 果 を 別 記 様 式 ３ 又 は 別 記 様 式  

４ に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

 ２  前 項 に よ り 、 参 加 資 格 を 有 す る も の と 認 め ら れ た 参 加 事 業 者 （ 以 下  

  「 応 募 事 業 者 」と い う 。）が 、そ の 後 に 第 ５ 条 に 規 定 す る 参 加 資 格 の 要

件 を 欠 く 事 由 が 発 生 し た 場 合 は 、 そ の 資 格 を 喪 失 す る 。  

（ 提 案 書 等 の 提 出 ）  

第 ８ 条  応 募 事 業 者 は 、 実 施 要 領 及 び 柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー  

業 務 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 説 明 書（ 以 下「 実 施 説 明 書 」と い う 。）に 従 い 、提  

案 書 等 提 出 届 （ 別 記 様 式 ５ 又 は 別 記 様 式 ５ － １ ）、 見 積 書 （ 別 記 様 式 ６ ） 

及 び 仕 様 書 に 沿 っ た 提 案 書 及 び そ の 他 資 料 を 作 成 し 、 管 理 者 に 提 出 す る  

も の と す る 。  

２  応 募 事 業 者 は 前 項 で 提 出 し た 提 案 書 及 び そ の 他 資 料 を 用 い て 、 プ レ

ゼ ン テ ー シ ョ ン を 実 施 す る も の と す る 。  

（ 辞 退 ）  

第 ９ 条  プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 を 辞 退 し よ う と す る 者 は 、 参 加 辞 退 届 （ 別 記

様 式 ７ 又 は 別 記 様 式 ７ － １ ） に よ り 管 理 者 に 届 け 出 る も の と す る 。  



 

 3

（ 審 査 委 員 会 ）  

第 １ ０ 条  プ ロ ポ ー ザ ル の 審 査 を 行 う た め 、 管 理 者 は 柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営

化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 審 査 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。） を 設 置 す る 。 

 ２  審 査 委 員 会 は 、 柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 評 価 基 準 書

に よ り 審 査 を 行 い 、 評 価 点 に よ る 順 位 を 決 定 し 、 最 高 評 価 点 の 応 募 事

業 者 を 優 先 交 渉 権 者 と す る 。  

３  審 査 は 、 主 に 次 の 事 項 を 基 準 と し て 行 う 。  

 （ １ ） 応 募 事 業 者 の 経 営 の 健 全 性 及 び 業 務 の 実 績  

 （ ２ ） 業 務 に 対 す る 理 解 度 及 び 意 欲  

 （ ３ ） ガ ス シ ス テ ム 改 革 を 含 め た ガ ス 事 業 に 関 す る 理 解 度  

 （ ４ ） 仕 様 書 に 対 す る 提 案 内 容 の 整 合 性 及 び 優 秀 性  

 （ ５ ） 情 報 管 理 対 策  

 （ ６ ） 見 積 金 額 の 妥 当 性  

（ 審 査 結 果 の 通 知 ）  

第 １ １ 条  管 理 者 は 、 審 査 委 員 会 で の 審 査 結 果 を 別 記 様 式 ８ 又 は 別 記 様  

９ に よ り 応 募 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 契 約 等 ）  

第 １ ２ 条  管 理 者 は 、 前 条 で 通 知 し た 優 先 交 渉 権 者 と の 間 で 契 約 内 容 に 関

す る 協 議 を 行 い 、 当 該 協 議 が 成 立 し た 場 合 、 受 託 事 業 者 と し て 契 約 締 結

の 日 か ら 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 、 随 意 契 約 に よ り 柏 崎 市 ガ ス 事

業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 の 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。  

 ２  前 項 の 協 議 が 成 立 し な い 場 合 、 契 約 締 結 ま で に 優 先 交 渉 権 者 若 し く

は そ の 構 成 員 の い ず れ か の 者 が 第 ５ 条 の 参 加 資 格 を 失 っ た 場 合 は 、 次

順 位 評 価 点 の 応 募 事 業 者 を 優 先 交 渉 権 者 と し 、 当 該 協 議 が 成 立 し た 場

合 、 別 途 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。  

（ 公 表 ）  

第 １ ３ 条  プ ロ ポ ー ザ ル の 経 過 、 結 果 及 び そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て は 、

柏 崎 市 ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 公 表 す る も の と す る 。  

（ 事 務 ）  

第 １ ４ 条  本 プ ロ ポ ー ザ ル に 関 す る 事 務 は 、 柏 崎 市 ガ ス 水 道 局 経 営 企 画 課

ガ ス 事 業 民 営 化 班 に お い て 行 う 。  

   附  則  

１  こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 領 は 、 優 先 交 渉 権 者 と 契 約 を 締 結 し た と き に 廃 止 す る 。  
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別 記 様 式 １ （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 

平 成  年  月  日  

 

柏 崎 市 長        様  

 

 グ ル ー プ 名 称   

【 代 表 者 】  住 所   

 法 人 名   

 代 表 者 氏 名  ㊞

 

プロポーザル参加申込書 

 

 柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 プ ロ ポ ー ザ ル へ の 参 加 を グ ル ー

プ 予 定 構 成 員 一 覧 及 び 下 記 添 付 書 類 を 添 え て 申 し 込 み ま す 。  

 な お 、 実 施 要 領 に 定 め ら れ た 参 加 資 格 の 要 件 を 満 た し て い る こ と 、 本 申

込 書 の 添 付 書 類 の 記 載 事 項 が 事 実 と 相 違 な い こ と を 誓 約 し ま す 。  

 

記  

１  添 付 書 類  

 （ １ ） 会 社 概 要 （ 申 込 の 日 に お け る 職 員 数 、 技 術 者 の 資 格 等 も 含 む 。）  

 （ ２ ） 直 近 ３ 年 間 の 財 務 諸 表 （ 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 及 び キ ャ ッ シ ュ

フ ロ ー 計 算 書 ）  

 （ ３ ） 第 ５ 条 第 １ 号 に 定 め る 実 績 書 （ 別 記 様 式 ２ ）  

 

２  連 絡 先 等  

 （ １ ） 担 当 者 氏 名  

 （ ２ ） 住 所  

 （ ３ ） 連 絡 先   電 話 ：  

         FAX：  

         E-mail: 

＊ 参 加 者 が １ 社 の 場 合 は 、 グ ル ー プ 名 称 の 記 載 、 別 記 様 式 １ － １ は 不 要  
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別 記 様 式 １ － １ （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 

グループ予定構成員一覧 

 

グ ル ー プ 名 称   

代 表 者  住 所 

法 人 名 

代 表 者 氏 名                 ㊞  

担 当 者  所 属 ：  

    氏 名 ：  

    電 話 ：        FAX：  

    E-mail：  

本 業 務 で の 役 割 ：  

構 成 員  住 所 

法 人 名 

代 表 者 氏 名                 ㊞  

担 当 者  所 属 ：  

    氏 名 ：  

    電 話 ：        FAX：  

E-mail：  

本 業 務 で の 役 割 ：  

構 成 員  住 所 

法 人 名 

代 表 者 氏 名                 ㊞  

担 当 者  所 属 ：  

    氏 名 ：  

    電 話 ：        FAX：  

E-mail：  

本 業 務 で の 役 割 ：  

＊ 欄 が 不 足 す る 場 合 は 、 本 様 式 に 準 じ て 適 時 追 加 す る こ と  

＊ 参 加 者 が １ 社 の 場 合 、 提 出 不 要  
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別 記 様 式 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 

第５条第１項に定める実績書 

 

団 体 名  受 託 又 は 参 加 時 期  
受 託 又 は 参 加 し た 公 営 ガ ス 事 業 の 規 模  

（ 参 加 し た 時 期 の 決 算 ）  

（ 例 ）  

柏 崎 市  Ｈ 26.4.30 

売 上 高 （ 百 万 円 ）     3,008百 万 円  

ガ ス 販 売 量 （ 1,000Ｍ Ｊ ）  1,333,736㎥  

需 要 家 数 （ 戸 ）      30,863戸  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

＊ 欄 が 不 足 す る 場 合 は 、 本 様 式 に 準 じ て 適 時 追 加 す る こ と  
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別 記 様 式 ３ （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

ガ 水 経 第    号  

平 成  年  月  日  

 

       様  

 

柏 崎 市 長      ㊞  

 

プロポーザル参加要請書 

 

こ の 度 の 、 柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 の プ ロ ポ ー ザ ル へ の

参 加 の 申 込 み を い た だ き ま し て 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  

 御 社 か ら 提 出 い た だ き ま し た 、 参 加 申 込 書 等 を 審 査 し た 結 果 、 参 加 資 格

を 有 す る と 認 め ら れ ま し た の で 、 同 プ ロ ポ ー ザ ル へ の 参 加 を 要 請 し ま す 。  

 な お 、 参 加 を 辞 退 す る 場 合 は 、 別 紙 参 加 辞 退 届 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

〒 945-0053 

新 潟 県 柏 崎 市 鏡 町 1番 １ １ 号  

柏 崎 市 ガ ス 水 道 局  

経 営 企 画 課 ガ ス 事 業 民 営 化 班  

 

電 話  0257-22-4111 

FAX  0257-22-9350 
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別 記 様 式 ４ （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

ガ 水 経 第    号  

平 成  年  月  日  

 

       様  

 

柏 崎 市 長        ㊞  

 

プロポーザル参加資格結果通知書 

 

 こ の 度 の 、 柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 の プ ロ ポ ー ザ ル へ の

参 加 の 申 込 み を い た だ き ま し て 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  

 御 社 か ら 提 出 い た だ き ま し た 、 参 加 申 込 書 等 を 審 査 し た 結 果 、 柏 崎 市 ガ

ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 領 第 ５ 条  号 の 規 定 に

よ り 、 プ ロ ポ ー ザ ル へ の 参 加 資 格 を 有 し な い と 認 め ら れ ま し た 。  

 今 後 と も 、 本 市 ガ ス 上 下 水 道 事 業 に ご 理 解 と ご 協 力 を 賜 り ま す 。  

 な お 、 本 結 果 に 関 す る お 問 い 合 わ せ は 、 下 記 事 務 局 ま で お 願 い し ま す 。  

 

 

 

 

 

事 務 局  

〒 945-0053 

新 潟 県 柏 崎 市 鏡 町 1番 １ １ 号  

柏 崎 市 ガ ス 水 道 局  

経 営 企 画 課 ガ ス 事 業 民 営 化 班  

 

電 話  0257-22-4111 

FAX  0257-22-9350 
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別 記 様 式 ５ （ 第 ８ 条 関 係 ） [単 独 法 人 で 応 募 の 場 合 ] 

 

 

平 成  年  月  日  

 

提案書等提出届 

 

 

柏 崎 市 長        様  

 

 

住 所   

法 人 名   

代 表 者 氏 名  ㊞

 

 

 柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 実 施 要 領 第 ８ 条 第 １ 項 に 基 づ き 、

別 添 の と お り 提 案 書 等 の 応 募 書 類 を 提 出 し ま す 。  
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別 記 様 式 ５ － １ （ 第 ８ 条 関 係 ） [グ ル ー プ で 応 募 の 場 合 ] 

 

 

平 成  年  月  日  

 

提案書等提出届 

 

 

柏 崎 市 長        様  

 

 

 グ ル ー プ 名 称   

【 代 表 者 】  住 所   

 法 人 名   

 代 表 者 氏 名  ㊞

 

柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 実 施 要 領 第 ８ 条 第 １ 項 に 基 づ き 、

別 添 の と お り 提 案 書 等 の 応 募 書 類 を 提 出 し ま す 。  

代 表 者  担 当 者  

連 絡 先  

住 所  

氏 名  

電 話 ：         FAX：  

E-mail：  

本 業 務 に お け る 役 割  

構 成 員  住 所  

法 人 名  

代 表 者 氏 名           ㊞  

本 業 務 に お け る 役 割  

構 成 員  住 所  

法 人 名  

代 表 者 氏 名           ㊞  

本 業 務 に お け る 役 割  

＊ 欄 が 不 足 す る 場 合 は 、 本 様 式 に 準 じ て 適 時 追 加 す る こ と 。  

＊ 参 加 者 が １ 社 の 場 合 、 提 出 不 要 。  
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別 記 様 式 ６ （ 第 ８ 条 関 係 ）  

 

平 成  年  月  日  

 

見積書 

 

 グ ル ー プ 名 称   

【 代 表 者 】  住 所   

 法 人 名   

 代 表 者 氏 名  ㊞

 

見 積 内 訳  

１  平 成 ２ ７ 年 度 分 業 務  

（ １ ） ガ ス 事 業 の 民 営 化 手 法 の 検 討 、 提 案  

（ ２ ） ガ ス 事 業 民 営 化 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル の 立 案  

（ ３ ） 譲 渡 先 選 定 方 の 検 討 、 提 案  

（ ４ ） 事 業 価 値 の 把 握  

（ ５ ） 譲 渡 金 額 の 試 算 、 提 案  

（ ６ ） ガ ス 事 業 シ ス テ ム 改 革 が 事 業 譲 渡 に 与 え る 影 響 調 査  

（ ７ ） ガ ス 事 業 関 係 事 業 者 へ の 影 響 調 査  

（ ８ ） 地 元 経 済 界 へ の 影 響 調 査  

（ ９ ）ガ ス 事 業 民 営 化 に よ り 需 要 家（ お 客 さ ま ）に 与 え る 影 響 調 査  

平 成 ２ ７ 年 度 分 業 務  計  

２  平 成 ２ ８ 年 度 分 業 務  

（ １ ） 事 業 譲 渡 条 件 、 募 集 要 項 、 審 査 基 準 の 作 成  

（ ２ ） 譲 渡 先 選 定 委 員 会 の 運 営 の 支 援  

（ ３ ） 契 約 書 の 作 成 （ 弁 護 士 チ ェ ッ ク ）、 法 務 及 び 財 務 に 関 す る ア ド バ イ ス  

平 成 ２ ８ 年 度 分 業 務  計  

合 計  

＊ 上 記 の 項 目 ご と に 、 自 社 及 び グ ル ー プ の 任 意 の 様 式 で 見 積 も る こ と 。  
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別 記 様 式 ７ （ 第 ９ 条 関 係 ） [単 独 の 法 人 の 場 合 ] 

 

平 成  年  月  日  

 

柏 崎 市 長        様  

 

住 所   

法 人 名   

代 表 者 氏 名  ㊞

 

 

 

参加辞退届 

 

 貴 市 が 実 施 し て い る 柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 プ ロ ポ ー ザ

ル へ の 参 加 を 辞 退 し ま す 。  
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別 記 様 式 ７ － １ （ 第 ９ 条 関 係 ） [グ ル ー プ で 応 募 の 場 合 ] 

 

平 成  年  月  日  

 

柏 崎 市 長        様  

 

 グ ル ー プ 名 称   

【 代 表 者 】  住 所   

 法 人 名   

 代 表 者 氏 名  ㊞

 

 

参加辞退届 

 

 貴 市 が 実 施 し て い る 柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 プ ロ ポ ー ザ

ル へ の 参 加 を 辞 退 し ま す 。  
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別 記 様 式 ８ （ 第 １ １ 条 関 係 ）  

 

ガ 水 経 第    号  

平 成  年  月  日  

 

       様  

 

柏 崎 市 長     ㊞  

 

選定結果通知書 

 

柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 プ ロ ポ ー ザ ル に お け る 応 募 事 業

者 の 提 案 書 等 を 審 査 し た 結 果 、 御 社 の 提 案 が 最 も 総 合 的 に 評 価 が 高 い も の

と 決 定 し ま し た 。  

 こ の 決 定 に よ り 、 御 社 を 柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 の 優 先

交 渉 権 者 と 決 定 し ま す 。  

 な お 、 本 件 の お 問 い 合 わ せ に つ い て は 、 下 記 事 務 局 ま で お 願 い し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

〒 945-0053 

新 潟 県 柏 崎 市 鏡 町 1番 １ １ 号  

柏 崎 市 ガ ス 水 道 局  

経 営 企 画 課 ガ ス 事 業 民 営 化 班  

 

電 話  0257-22-4111 

FAX  0257-22-9350 
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別 記 様 式 ９ （ 第 １ １ 条 関 係 ）  

 

ガ 水 経 第    号  

平 成  年  月  日  

 

        様  

 

柏 崎 市 長      ㊞  

 

選定結果通知書 

 

柏 崎 市 ガ ス 事 業 民 営 化 ア ド バ イ ザ ー 業 務 プ ロ ポ ー ザ ル に お け る 応 募 事 業

者 の 提 案 書 等 を 審 査 し た 結 果 、 誠 に 申 し 訳 ご ざ い ま せ ん が 、 御 社 に つ き ま

し て は 優 先 交 渉 権 者 の 選 外 と な り ま し た 。  

な お 、 本 件 の お 問 い 合 わ せ に つ い て は 、 下 記 事 務 局 ま で お 願 い し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

〒 945-0053 

新 潟 県 柏 崎 市 鏡 町 1番 １ １ 号  

柏 崎 市 ガ ス 水 道 局  

経 営 企 画 課 ガ ス 事 業 民 営 化 班  

 

電 話  0257-22-4111 

FAX  0257-22-9350 

 


